
 

 

                                                           岡農セ畜第 269 号 

 

技術提案公募の公告 
                                                       

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定により、次のとおり

随意契約の方法により契約を締結するため技術提案を募集する。 

 

令和８年２月２４日 

 

岡山県農林水産総合センター長     

 

 

１ 技術提案に付する事項 

 （１）業務名 

    岡山県農林水産総合センター畜産研究所 家畜飼養管理・草地管理・堆肥生産 

    管理・試験研究補助等業務 

 （２）委託内容 

        「業務委託仕様書」及び「作業参考例」のとおり 

 （３）委託契約期間 

     令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  （４）委託費 

        １３５，０６７，５０９円以内(消費税及び地方消費税を含む。) 

  （５）履行場所 

    岡山県農林水産総合センター畜産研究所 

 

２  技術提案に参加できる者の資格 

  技術提案に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に   

該当する者でないこと。 

 （２）岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領

（平成１９年岡山県告示第３３２号）（以下「審査要領」という。）第８条第２

項の規定により公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿（以下「入

札参加資格者名簿」という。）に登載されていること。 

 （３）入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「９ その他」、小分類が「１０ そ

の他」であり、格付区分が「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」であること。 

 （４）審査要領第１０条第１項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修

理等に関して受けていないこと。 

 （５）岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の

規定による入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けていないこと。 

 （６）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に規定する指名除外を受けている者   

でないこと。 

 （７）会社更正法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがな   

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開   

始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受   

けている者を除く。）でないこと。 

（８）岡山県内に本店、支店、営業所等があること。  

（９） 業務員等の条件について、次の事項を満たすこと。 



 

 

ア 責任者を含む３名以上の業務員は、畜産業（酪農、肉用牛、草地管理等）を３ 

年以上経験していること。 

イ 業務員のうち半数以上は、畜産業（酪農、肉用牛、草地管理等）を１年以上

経験していること。 

    ウ 業務員が搾乳ロボットの操作を経験しており、職場において、その教育がで 

きること。 

エ 大型特殊自動車運転免許（農耕車限定可）、けん引運転免許（農耕車限定可）、

普通自動車運転免許（AT 限定を除く）、労働安全衛生法に基づくフォークリフ

ト技能講習修了証及び車両系建設機械技能講習修了証を有する業務員がそれぞ

れ３名以上であること。 

オ 大型特殊自動車運転免許（農耕車限定不可）を有する業務員が１名以上であ

ること。 

 

３  契約条項を示す場所 

    〒７０９－３４９４ 久米郡美咲町北２２７２ 

  岡山県農林水産総合センター畜産研究所 本館 総務課 

  電 話 番 号       ０８６７－２７－３３２１  

   

４  技術提案参加手続等 

（１）委託仕様書及び様式の配布期間・場所 

   ア 配布期間  令和８年２月２４日（火）から令和８年３月９日（月）ま 

           での午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

   イ 配布場所    上記３の場所に同じ  

           なお、岡山県農林水産総合センターホームページからダウンロ           

ードすることもできる。 

（２）現地説明会の開催 

   ア 開催日時 令和８年３月４日(水) 午前１０時～午前１２時 

   イ 場  所 上記３の場所に同じ 

      ウ 説明会への出席は、本件手続きに参加する者の義務ではない。ただし、説明

会への参加を希望する者は、あらかじめ上記３の場所にその旨をメール

（chikusanse@pref.okayama.lg.jp）で３月２日(月)までに連絡すること。 

     なお、参加希望者は２名までとし、次の事項を遵守すること。 

     ・当日に他の農場等、畜産関係施設へ立ち入らないこと 

     ・１週間以内に海外渡航歴がないこと 

     ・４カ月以内に海外で使用した衣類や靴等を持ち込まないこと 

（３）技術提案参加資格確認申請書(様式第１号)の提出方法 

   ア 提出期限 令和８年２月２４日（火）から令和８年３月９日（月）ま 

          での午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

   イ 提出場所 上記３の場所に同じ 

   ウ 提出方法 持参又は郵便等（郵便又は民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提

供する同条第２項に規定する信書便で、書留郵便その他これに準

じる方法に限る。）なお、郵便等の場合は、電話連絡の上、提出

期間までに必着することとする。 

（４）仕様書に対する質問の受付 

   ア 受付期間  令和８年２月２４日（火）から令和８年３月９日（月）ま 



 

 

          での午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

   イ 受付方法 「仕様書に対する質問・回答書」（様式第２号）によりメールで

提出すること 

   ウ 提出先   chikusanse@pref.okayama.lg.jp 

   エ 回答方法 本公告を掲載した岡山県農林水産総合センターホームページに掲          

載する。ただし、本技術提案に直接関係ないものや不適切と認め          

られる質問に対しては、回答を行わないか、回答方法を変更する          

場合がある。 

   オ その他  技術提案審査会実施後、仕様等についての不知又は不明を理由と

して異議を申し立てることはできない。 

 （５）技術提案参加資格要件の審査 

   ア 審査結果の通知 

          技術提案参加資格確認申請書を提出した者について、参加資格の審査の結果、 

不適合と認められる者に対してのみ、その旨を通知する。この通知を受けた者 

は、この技術提案に参加することができない。 

 

５  技術提案 

（１）技術提案書の提出期間、場所及び方法 

   ア 提出期間 令和８年２月２４日（火）から令和８年３月１３日（金）ま 

          での午前９時から午後５時まで（閉庁日を除く。） 

   イ 提出場所 上記３の場所に同じ 

   ウ 提出方法 持参又は郵便等（郵便又は民間事業者による信書の送達に関する

法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提

供する同条第２項に規定する信書便で、書留郵便その他これに準

じる方法に限る。）なお、郵便等の場合は、電話連絡の上、提出

期間までに必着することとする。 

   エ 提出書類 技術提案書  ７部 

                    会社概要   ７部 

          見積書    １部  

      オ 留意事項 技術提案者は、仕様書及び技術提案書作成要領により技術提案書

を作成すること。見積書は任意の様式で作成し、年間の委託費と

すること。また、会社名及び役職、代表者名を明記の上、代表者

印を押印すること。宛名は「岡山県農林水産総合センター長」と

すること。積算根拠を添付すること。 

 （２）技術提案審査会の実施 

    日 時：令和８年３月１９日（木）午後３時から 

        場 所：赤磐市神田沖１１７４―１ 

岡山県農林水産総合センター ３階第１会議室 

        内 容：提案内容等の説明（プレゼンテーションの実施） 

                １業者あたり３０分（説明１５分、質疑１５分） 

                

６ 委託候補者の選定等 

 （１）委託候補者の選定 

    岡山県農林水産総合センター畜産研究所 家畜飼養管理・草地管理・堆肥生産 

管理・試験研究補助等業務プロポーザル審査基準に基づき、審査の上選定する。 

        ただし、選定された技術提案内容については、委託契約締結に当たり一部を   



 

 

変更する場合がある。 

 （２）委託候補者及び審査結果の通知方法 

      委託候補者は、岡山県農林水産総合センターホームページで公表する。 

       また、審査結果は提案者全員に郵送により通知する。なお、他の者に係る審査

の結果や内容についての問い合わせには応じない。 

 

７ 契約の締結 

  （１）契約書の作成の要否 

        要 

 （２）契約保証金 

      岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第１５３条及び第１５５条   

の規定による。 

 

８ その他 

 （１）技術提案参加資格確認申請書、技術提案書等の作成及び技術提案審査会への参

加に要する費用は、技術提案者の負担とする。 

 （２）提出書類は返却しない。 

 （３）提出された提案書類等の追加及び修正は認めない。ただし、県から補足説明資   

料を求められた場合については、この限りでない。 

 （４）契約締結に際し、受託者は暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならな   

い。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみな   

すので留意すること。 

  （５）本事業に係る予算が、岡山県議会令和８年２月定例会において議決されなか   

った場合は、技術提案審査会を中止する。 


